
＜別紙３＞

1 登録支援機関登録申請書
（省令様式）

別記第２９号の１５様
式

2 手数料納付書
（省令様式）

別記第８４号の２様式

3 登記事項証明書 ー

4 住民票の写し ー

5 定款又は寄附行為の写し ー

6 役員の住民票の写し ー

7 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
参考様式

第２－７号

8 登録支援機関概要書
参考様式

第２－２号

9 登録支援機関誓約書
参考様式

第２－１号

10 支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
参考様式

第２－３号

11 支援責任者の履歴書
参考様式

第２－４号

12 支援担当者の就任承諾書及び誓約書の写し
参考様式

第２－５号

13 支援担当者の履歴書
参考様式

第２－６号

・法人の場合に提出が必要

・個人事業主の場合に提出が必要
・マイナンバーの記載がないもの
・本籍地の記載があるもの

・法人の場合に提出が必要

・特定技能所属機関が法人である場合に提出が必要
・マイナンバーの記載がないもの
・本籍地の記載があるもの
・特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与しない役員に関して
は、住民票の写しに代えて、誓約書（特定技能外国人支援に関する業務の執行に
直接的に関与しない旨と法令に定められている欠格事由に該当する者でない旨に
ついて申請者が確認し、誓約したもの。）の提出でも可）
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が役員については，当
該役員及びその法定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人である場合は，当
該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し）
の提出が必要

・次のとおり収入印紙を貼付する。
・新規登録：２万８，４００円
・登録更新：１万１，１００円

登録支援機関の登録申請に関する提出書類一覧表

項番 提出書類 様式番号 特記事項

・住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合に提出が必要

＊　原本の提出が求められるものについては，発行（作成）後３か月以内のものに限る。


